
 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する規則の一

部を改正する規則を公布する。 

  平成３０年６月１１日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する 

規則の一部を改正する規則 

 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する規則の一

部を次のように改正する。 

 第５条の見出し中「その他これに類する設備」を削り，同条第１項各号列記以外の部分

中「第８条第３号ウ」を「第８条第２号エ」に改め，「及び第１０条第２項」を削り，同項

第２号中「玄関帳場その他これに類する設備の設置場所における床面から天井までの高さ

の２分の１以上」を「適切な高さ」に改め，同条第２項各号列記以外の部分中「次に掲げ

る」を「旅館業法の一部を改正する法律（平成２９年法律第８４号）による改正前の法第

２条第３項に規定する旅館営業に準じる営業として市長が認めるものを営む」に改め，「に

類する設備」を削り，「当該設備」を「当該玄関帳場」に改め，同項各号を削る。 

 第６条から第９条までを削り，第１０条を第６条とし，第１１条を第７条とし，第１２

条を第８条とする。 

 第１３条第１項第１号中「第１０条」を「第６条」に，「第１１条」を「第７条」に改

め，同条を第９条とする。 

 第１４条第１号中「ホテル営業，旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改め，同条を第

１０条とする。 

 第１５条を第１１条とし，第１６条から第１８条までを４条ずつ繰り上げる。 

 第１９条第１項中「第２１条」を「第１７条」に改め，同条第２項中第１０号を第１１

号とし，第９号を第１０号とし，同項第８号中「第１８条第７項」を「第１０条第１項第

２号」に，「体制の責任者」を「管理者」に，「第２４条第３項第１号」を「第２０条第３

項」に改め，同号の次に次の１号を加える。 

   条例第１０条第１項各号列記以外の部分に規定する施設外玄関帳場を設置するとき

は，その所在地 

 第１９条を第１５条とし，第２０条から第２３条までを４条ずつ繰り上げる。 

８



 第２４条第３項各号列記以外の部分中「次に掲げる要件を満たすものを整備しなければ」

を「管理者を定めなければ」に改め，同項各号を削り，同条を第２０条とする。 

 第２５条中「第４条の２第２号」を「第４条の２第３項第２号」に改め，同条を第２１

条とする。 

 第２６条を第２２条とし，第２７条を第２３条とし，第２８条を第２４条とする。 

 第２９条中「この規則において別に定めることとされている事項並びに」を削り，同条

を第２５条とする。 

 第１号様式注以外の部分中 

「    

 □ホテル営業 □旅館営業 □簡易宿所営業 □下宿営業   を 

  」  

「     

 □旅館・ホテル営業 □簡易宿所営業 □下宿営業 に改める。 

  」  

 第２号様式中「第１０条及び第１１条関係」を「第６条及び第７条関係」に改め，同様

式１注以外の部分及び同様式２注以外の部分中 

「    

 □ホテル営業 □旅館営業 □簡易宿所営業 □下宿営業   を 

  」  

「    

 □旅館・ホテル営業 □簡易宿所営業 □下宿営業 に改める。 

  」  

 第３号様式中「第１３条関係」を「第９条関係」に改め，同様式注以外の部分中 

「    

 □ホテル営業 □旅館営業 □簡易宿所営業 □下宿営業   を 

  」  

「    

 □旅館・ホテル営業 □簡易宿所営業 □下宿営業 に改める。 

  」  



 第４号様式中「第１３条関係」を「第９条関係」に改め，同様式注以外の部分中 

「    

 □ホテル営業 □旅館営業 □簡易宿所営業 □下宿営業   を 

  」  

「    

 □旅館・ホテル営業  □簡易宿所営業 □下宿営業 に改める。 

  」  

 第５号様式中「第１９条関係」を「第１５条関係」に改め，同様式備考以外の部分中 

「    

 □ホテル営業 □旅館営業 □簡易宿所営業 □下宿営業   を 

  」  

「    

 □旅館・ホテル営業 □簡易宿所営業 □下宿営業 に， 

  」  

「   「   

 所 在 地   を    旅館業施設の所在地   に， 

  」   」  

「     

 

管 理 者 

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

 

  を 氏名（法人にあっては，名称及び代表者名） 

 

電話    －     

   」  

「     

 

管 理 者 

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

 

に改め，同  氏名（法人にあっては，名称及び代表者名） 

 

電話    －     



    

 施設外玄関帳場の所

在地 
京都市   区 

 

   」  

様式備考中４を５とし，３を４とし，２の次に次のように加える。 

  ３ 施設外玄関帳場の所在地の欄は，施設外玄関帳場を設置する場合に記入してくだ

さい。 

 第６号様式中「第２７条関係」を「第２３条関係」に改める。 

   附 則 

 この規則は，平成３０年６月１５日から施行する。 

（保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課） 

 


